
差押えた不動産を
売却します 不動産合同公売
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町
で
は
、納
税
義
務
を
果
た
し

て
い
る
人
と
の
公
平
性
を
保
つ
た

め
、町
税
滞
納
者
に
対
し
て
財
産

の
差
押
え
を
行
っ
て
い
ま
す（
平

成
27
年
度
差
押
え
件
数
４
１
０

件
）。

　

公
売
と
は
、税
金
に
滞
納
が
あ

る
た
め
差
押
え
た
不
動
産
を
入
札

に
よ
り
売
却
し
、そ
の
代
金
を
滞

納
し
て
い
る
税
に
充
て
る
も
の
で

す
。

　

県
お
よ
び
中
部
地
区
の
市
町
村

と
同
一
の
時
間
・
会
場
で
、合
同
に

て
実
施
し
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、財
務
課
税
務
室
窓

口
の
公
売
予
定
物
件
案
内
、ま
た

は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

　

http://w
w
w
.tow
n.yoshioka.

gunm
a.jp/

※
公
売
は
中
止
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

▼
公
売
期
日　

11
月
29
日
㊋

▼
公
売
場
所

群
馬
県
前
橋
合
同
庁
舎
敷
地
内

群
馬
県
地
域
防
災
セ
ン
タ
ー

（
前
橋
市
上
細
井
町
２
１
４
２

－

１
）

▼
問
合
せ
先

財
務
課 

税
務
室

☎
26
・
２
２
３
８（
直
通
）

売却区分番号 所在地 種別 地目・種類 地積・床面積（㎡） 最低公売価額および公売保証金（円）

吉岡町－1

大字上野田字小井出1256番199

大字上野田字小井出1256番221

大字上野田字小井出1256番地199、1256番地221

大字上野田字小井出1256番地199

土地

土地

建物

建物

宅地

宅地

居宅1

居宅2

191.10

31.02

1階 66.24   2 階 31.46

1階 24.78

最低公売価額　2,089,000円

公売保証金   　210,000円

吉岡町－2★ 大字北下字住159番 土地 田 222.00
最低公売価額　　877,000円
公売保証金　  　90,000円

吉岡町－3★ 大字漆原字大石2530番 1 土地 畑 746.00
最低公売価額　　739,000円
公売保証金　  　80,000円

※公売保証金とは、国税徴収法で定められているもので、入札する前に売却区分ごとに執行機関へ納付しなければなりません。公売保証金の金額は、見積価額の10分の1以上と定められており、
　納付された公売保証金は、落札できなかった場合、原則として公売終了後に全額返還されます。
※落札した場合は、納付した公売保証金を買受代金に充当できます。ただし、買受代金納付期限までに買受代金を納付しない場合などは、納付された公売保証金は没収となり返還されません。

★吉岡町 -2、3は、農業委員会が交付する買受適格証明書が必要になります（証明書発行ま
　で２カ月程度を要する場合がありますので、早めの申請をお願いします）。不動産公売物件

　

町
税
は
、定
め
ら
れ
た
期
限（
納

期
限
）
ま
で
に
、
納
税
者
の
皆
さ

ま
に
自
主
的
に
納
め
て
い
た
だ
く

も
の
で
す
。
し
か
し
、
一
部
に
納

め
な
い
人
が
い
る
こ
と
も
事
実
で

す
。

　

滞
納
は
、
納
税
者
に
と
っ
て
不

利
益
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、

町
に
と
っ
て
も
大
き
な
損
失
に
な

り
ま
す
。
滞
納
を
整
理
す
る
た
め

に
は
多
額
の
費
用
が
か
か
り
ま

す
。
こ
の
費
用
も
、本
来
は
福
祉
・

教
育
・
土
木
事
業
な
ど
に
使
わ
れ

る
べ
き
貴
重
な
税
金
か
ら
支
出
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
滞
納
は
、
納
期
ま
で
に

納
税
し
て
い
る
大
多
数
の
納
税
者

と
の
公
平
性
を
欠
く
こ
と
に
な
り

ま
す
。
収
入
や
財
産
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
納
税
を
し
な
い
人
に

は
、
き
然
と
し
た
態
度
で
滞
納
処

分
を
執
行
し
ま
す
。

　

な
お
、
納
付
が
遅
れ
れ
ば
、
延

滞
金
が
加
算
さ
れ
、
本
税
同
様
に

滞
納
処
分
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
相
談
・
問
合
せ
先　

財
務
課 

税
務
室

☎
26
・
２
２
３
８（
直
通
）

滞
納
処
分
を
強
化
し
て
い
ま
す

滞
納
は
放
置
せ
ず
、
必
ず
納
付
相
談
を
！

平成27年度 
差押え処分実施件数

不動産 １６

債　権 ３９３

その他 １

合　計 ４１０



ニュース

　

新
し
い
保
険
証
は
、一
般
被
保

険
者
、退
職
被
保
険
者
と
も
に「
茶

色
」で
す
。退
職
被
保
険
者
の
保
険

証
に
は「　

」の
文
字
が
印
刷
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

９
月
中
旬
に
各
世
帯
主
あ
て
に

送
付
さ
れ
ま
す
。現
在
の
保
険
証

は
、10
月
１
日
以
降
は
使
用
で
き

ま
せ
ん
。役
場
窓
口
に
ご
返
却
い

た
だ
く
か
、ご
自
分
で
破
棄
し
て

く
だ
さ
い
。

新
し
い
保
険
証
が
届
い
た
ら

　

記
載
内
容
に
誤
り
が
な
い
か
、

人
数
分
の
保
険
証
が
あ
る
か
を
確

認
し
ま
し
ょ
う
。

　
　
　

　

な
お
、退
職
や
就
職
、転
入
・
転

出
な
ど
に
よ
る
国
民
健
康
保
険
の

加
入
や
離
脱
に
は
、届
け
出
が
必

要
で
す
。異
動
が
あ
っ
た
日
か
ら

14
日
以
内
に
届
け
出
を
し
て
く
だ

さ
い
。

国
保
税
を
滞
納
す
る
と

　

通
常
の
有
効
期
限（
１
年
間
）よ

り
期
間
が
短
い「
短
期
被
保
険
者

証
」や「
資
格
証
明
書
」を
交
付
す

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。資
格
証
明

書
の
交
付
を
受
け
た
場
合
に
は
、

医
療
費
は
い
っ
た
ん
全
額
自
己
負

担
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。　
　

　

保
険
税
の
納
付
は
保
険
証
の
発

行
に
も
関
わ
り
ま
す
の
で
、納
期

内
の
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）

３ 吉岡町役場 ☎ 54̶3111（代表）

国
民
健
康
保
険

10
月
１
日
㊏
か
ら
保
険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

今月の納税

納期限9月30日㊎
コンビニエンスストアでも納付できます。
また、便利で確実な口座振替も

ご利用ください。

今月の納税今月の納税
町県民税
国民健康保険税
介護保険料　　　　　…第3期
後期高齢者医療保険料

退

　

記
載
内
容
に
誤
り
が
あ
る
と
き

は
、保
険
室
へ
連
絡
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

町
国
保
加
入
の
皆
さ
ま
を
対
象

に「
か
ら
だ
す
っ
き
り
講
座
」を
開

催
し
ま
す
。こ
の
機
会
に
、健
康
な

体
づ
く
り
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み

ま
せ
ん
か
。運
動
指
導
士
、保
健

師
、管
理
栄
養
士
が
サ
ポ
ー
ト
し

ま
す
！

▼
対
象
者　

40
〜
74
歳
の
町
国
保

加
入
者
で
、運
動
制
限
の
な
い
人
。

※
特
定
健
診
受
診
者
、メ
タ
ボ
リ

ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
予
備
群
の
人

が
優
先
さ
れ
ま
す
。

▼
日
程　

9
月
20
日
㊋
、27
日
㊋
、

10
月
4
日
㊋
、11
日
㊋
、18
日
㊋
、

25
日
㊋
、31
日
㊊
、11
月
8
日
㊋
、

15
日
㊋
、22
日
㊋

▼
時
間　

午
後
３
時
〜
４
時

▼
場
所　

保
健
セ
ン
タ
ー

▼
定
員　

20
人

▼
申
込
み
期
間　

９
月
２
日
㊎
〜
９
月
９
日
㊎

※
土
日
を
除
く

▼
申
込
み
先　

保
健
セ
ン
タ
ー

☎
54
・
７
７
４
４（
直
通
）

※
後
半
の
コ
ー
ス
も
予
定
し
て
い

ま
す
。詳
細
は
広
報
に
て
お
知
ら

せ
す
る
予
定
で
す
。

　

老
齢
基
礎
年
金（
65
歳
か
ら
受

け
ら
れ
る
年
金
）は
、20
歳
か
ら
60

歳
ま
で
の
40
年
間
保
険
料
を
納
め

な
け
れ
ば
、満
額
の
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

保
険
料
の
納
付
済
期
間
が
40
年

間
に
満
た
な
い
場
合
は
、60
歳
か

ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に
国
民

年
金
に
任
意
加
入
し
て
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
に
よ
り
、満
額
に
近

づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
た
め
に
は
、保
険
料
の
納
付
済

期
間
や
保
険
料
の
免
除
期
間
な
ど

が
原
則
と
し
て
25
年
以
上
必
要
と

な
り
ま
す
が
、こ
の
要
件
を
満
た

し
て
い
な
い
場
合
は
、70
歳
に
な

る
ま
で
任
意
加
入
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。（
※
た
だ
し
、昭
和
40
年

４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
人
に

限
ら
れ
ま
す
）

　

ま
た
、海
外
に
在
住
す
る
日
本
国

籍
を
持
つ
人
も
、国
民
年
金
に
任
意

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）　

渋
川
年
金
事
務
所 

国
民
年
金
課

☎
22
・
１
６
０
７

国
保
加
入
の
皆
さ
ま
へ

け
ん
こ
う
講
座
の

ご
案
内

ご
存
知
で
す
か
？

ご
存
知
で
す
か
？

国
民
年
金
の

国
民
年
金
の

任
意
加
入
制
度

任
意
加
入
制
度
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町政ニュース

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
を
ご
活
用
く
だ
さ
い

薬
代
の
節
約
に

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
と
は
？

　

新
薬
（
先
発
医
薬
品
）
の
特
許

が
切
れ
た
後
に
販
売
さ
れ
る
医
薬

品
の
こ
と
で
す
。

　

有
効
成
分
、
効
き
目
、
品
質
、

安
全
性
は
新
薬
と
同
等
で
す
が
、

価
格
は
非
常
に
安
く
、
概
ね
新
薬

の
７
割
以
下
、
中
に
は
５
割
以
下

の
薬
も
あ
り
ま
す
。
国
の
厳
格
な

審
査
を
受
け
、
効
き
目
や
安
全
性

が
承
認
さ
れ
て
い
る
信
頼
で
き
る

薬
で
す
。

薬
代
の
差
額
を
通
知
し
ま
す

　

町
で
は
、
服
用
中
の
薬
に
替
わ

る
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
が
あ
る

人
な
ど
を
対
象
に
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ

ク
医
薬
品
差
額
通
知
」
を
毎
年
２

回
、
９
月
と
３
月
に
送
付
し
て
い

ま
す
。

　

通
知
は
、
医
薬
品
を
切
り
替
え

た
場
合
の
自
己
負
担
額
の
差
額
が

分
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

切
り
替
え
の

検
討
に
ご
活
用

く
だ
さ
い
。

ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
へ
の

切
り
替
え
方
法

●
診
療
を
受
け
て
い
る
医
療
機
関

で
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品
に
切

り
替
え
た
い
。」
と
伝
え
る
。

●
新
し
い
保
険
証
と
一
緒
に
送
付

さ
れ
る
「
ジ
ェ
ネ
リ
ッ
ク
医
薬
品

希
望
カ
ー
ド
」
を
医
療
機
関
窓
口

な
ど
で
提
示
す
る
。

※
薬
に
よ
っ
て
は
新
薬
し
か
な
い

場
合
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
ほ
か

の
医
薬
品
と
の
飲
み
合
わ
せ
が
変

わ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
医
療
機

関
で
十
分
相
談
し
た
上
で
切
り
替

え
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

保
険
室

☎
26
・
２
２
４
９（
直
通
）　

ジェネリック
医薬品を
希望します！

希望
 カー

ド

保険証

診察券

臨
時
福
祉
給
付
金

▼
対
象
者　

平
成
28
年
１
月
１
日

に
吉
岡
町
に
住
民
票
が
あ
る
人

で
、平
成
28
年
度
の
住
民
税
が
非

課
税
で
課
税
者
の
扶
養
者
で
な
い

人▼
支
給
額　

支
給
対
象
者
１
人
に

つ
き
３
，０
０
０
円

▼
対
象
者　

平
成
28
年
１
月
１
日

に
吉
岡
町
に
住
民
票
が
あ
る
人

で
、平
成
28
年
度
の
住
民
税
が
非

課
税
で
課
税
者
の
扶
養
者
で
な
い

人
で
、障
害
ま
た
は
遺
族
基
礎
年

金
を
受
給
し
て
い
る
人

※
す
で
に
年
金
生
活
者
等
支
援
臨

時
福
祉
給
付
金（
高
齢
者
向
け
）を

受
給
し
て
い
る
人
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

▼
支
給
額　

支
給
対
象
者
１
人
に

つ
き
３
０
，０
０
０
円

▼
申
請
方
法（
両
給
付
金
共
通
）

　

対
象
者
と
思
わ
れ
る
人
に
は
、

８
月
下
旬
に
申
請
書
を
送
付
し
ま

し
た
。申
請
受
付
は
９
月
１
日
か

ら
で
す
。郵
送
ま
た
は
健
康
福
祉

課
高
齢
福
祉
室
窓
口
へ
持
参
し
て

く
だ
さ
い
。

※
申
請
書
の
送
付
に
関
ら
ず
、所

得
の
変
更
な
ど
に
よ
り
該
当
・
非

該
当
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
給
付
金
受
給
後
で
も
、対
象
と

な
る
資
格
を
有
し
な
い
こ
と
が
判

明
し
た
場
合
は
給
付
金
を
返
還
し

て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課 

高
齢
福
祉
室

☎
26
・
２
２
４
７（
直
通
）

平
成
平
成
2828
年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
お
よ
び
低
所
得
の

年
度
臨
時
福
祉
給
付
金
お
よ
び
低
所
得
の

障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

障
害
・
遺
族
基
礎
年
金
受
給
者
向
け
年
金
生
活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金

低
所
得
の
障
害
・
遺
族
基
礎
年
金

受
給
者
向
け
年
金
生
活
者
等
支

援
臨
時
福
祉
給
付
金

　

９
月
は
知
的
障
が
い
者
福
祉
月

間
で
す
。

　

こ
れ
に
あ
わ
せ
て
、知
的
障
が

い
者
や
そ
の
関
係
者
が
パ
レ
ー
ド

を
行
い
ま
す
。町
役
場
に
は
以
下

の
日
程
で
訪
れ
、メ
ッ
セ
ー
ジ
の

朗
読
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。

▼
期
日　

９
月
６
日
㊋

▼
時
間　

午
前
10
時
〜
10
時
20
分

▼
場
所　

吉
岡
町
役
場
前

▼
問
合
せ
先　

障
が
い
者
支
援
施
設
薫
英
荘

☎
54
・
６
５
４
３

ま
せ
ん

は
知
的
障
が
い
者
福
祉

は
知知
的的
障
が
い
者
福福
祉祉
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